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幼
児
期
の
教
育
・
保
育
を
保
障

す
る
た
め
、幼
稚
園
、保
育
所
、認

定
こ
ど
も
園
、小
規
模
保
育
等
の

施
設
や
事
業
を
利
用
し
た
場
合
に

共
通
の
仕
組
み
で
給
付
が
受
け
ら

れ
ま
す
。

　

た
だ
し
、公
費
を
確
実
に
教
育

や
保
育
に
使
っ
て
も
ら
う
た
め
、利

用
者
へ
の
直
接
的
な
給
付
で
は
な

く
、市
町
村
か
ら
施
設
等
に
支
払

う
仕
組
み
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
給
付
に
は
施
設
型
給
付
と

地
域
型
保
育
給
付
が
あ
り
ま
す
。

　

施
設
型
給
付
は
、幼
稚
園
や
保

育
所
、認
定
こ
ど
も
園
に
対
し
て

の
給
付
で
、地
域
型
保
育
給
付
は

小
規
模
保
育
、家
庭
的
保
育
、居

宅
訪
問
型
保
育
等
に
対
し
て
給
付

さ
れ
る
仕
組
み
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

す
べ
て
の
子
育
て
家
庭
を
支
援

す
る
た
め
、地
域
の
ニ
ー
ズ
に
応

じ
た
子
育
て
支
援
事
業
を
計
画

的
に
整
備
、実
施
し
て
い
き
ま
す
。

　

乳
幼
児
や
保
護
者
に
相
互
の
交

流
を
行
う
場
所
を
提
供
し
、子
育

て
に
つ
い
て
の
相
談
、情
報
の
提
供

な
ど
の
援
助
を
行
い
ま
す
。

　

平
成
29
年
度
を
目
標
に
、香
南

市
全
域
を
カ
バ
ー
で
き
る「
総
合

子
育
て
支
援
セ
ン
タ
ー（
仮
称
）」

の
整
備
を
目
指
し
ま
す
。

　

ま
た
、現
在
５
カ
所
の
保
育
所

で
実
施
し
て
い
る
子
育
て
支
援
セ

ン
タ
ー
は
、出
張
広
場
と
し
て
実

施
し
、よ
り
き
め
細
や
か
な
子
育

て
支
援
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
を
行
い

ま
す
。

　平成２４年８月、一人ひとりの子どもが

健やかに成長できる社会を目指して「子

ども・子育て支援法」ができました。

　この法律と、関連する法律に基づき、

幼児期の教育・保育、地域の子ども・子

育て支援の拡充や質の向上を進めてい

く制度が「子ども・子育て支援新制度」

です。

　この制度を実施するための財源には、

消費税増税に伴う増収分の一部が充て

られ、子どもたちの未来のために活用さ

れます。

◆問い合わせ
　市教育委員会こども課
　☎５７ｰ７５２２

　

新
制
度
の
ス
タ
ー
ト
に
伴
い
、

幼
稚
園
、保
育
所
、認
定
こ
ど
も
園

等
を
利
用
す
る
際
の
手
続
き
が
変

わ
り
ま
す
。

　

新
た
に
利
用
す
る
場
合
や
、現

在
の
幼
稚
園
や
保
育
所
等
を
引
き

続
き
利
用
す
る
場
合
に
も
、教
育
・

保
育
の
必
要
性
の
認
定
申
請
手
続

き
を
行
い
、市
か
ら
支
給
認
定
を

受
け
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

 

支
給
認
定
で
は
、一
人
ひ
と
り
に

対
し
て
細
や
か
な
サ
ー
ビ
ス
を
提

供
す
る
た
め
、保
護
者
の
働
き
方

や
、子
育
て
の
状
況
の
確
認
を
行

い
ま
す
。そ
し
て
、３
つ
の
認
定
区

分
に
分
け
ら
れ
ま
す
。

手
続
き
が
変
わ
り
ま
す

　

新
制
度
が
始
ま
る
と
、利
用
料

に
つ
い
て
は
香
南
市
が
新
た
に
定

め
る
額
と
な
り
ま
す
。

　

新
制
度
に
移
行
す
る
幼
稚
園
や

保
育
所
、認
定
こ
ど
も
園
等
の
利

用
料
は
、保
護
者
の
所
得
に
応
じ

た
金
額
と
な
り
ま
す
。

　

現
在
保
育
所
の
利
用
料
は
、利

用
者
の
世
帯
の
所
得
税
か
ら
算
定

し
、平
成
27
年
度
か
ら
は
市
民
税

を
算
定
の
基
準
に
し
て
決
め
て
い

き
ま
す
。

　

現
時
点
で
は
、国
が
示
す
利
用

料
の
水
準
が
決
定
し
て
い
な
い
た

め
、香
南
市
の
利
用
料
も
検
討
中

で
す
。

　

で
き
る
だ
け
現
行
の
利
用
料
と

大
幅
な
変
更
が
な
い
額
を
設
定
す

る
予
定
で
す
。

今
後
の
利
用
料

地
域
の
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
の
充
実
を
図
り
ま
す

教育・保育の提供

申
請給
付

認
定

市
役
所

香南市

施　設 利用者

給付のイメージ

　

保
護
者
の
就
労
な
ど
に
よ
り
放

課
後
の
時
間
帯
に
保
護
者
不
在
で

過
ご
す
児
童
が
、安
全
・
安
心
に
過

ご
せ
る
居
場
所
を
提
供
す
る
と
と

も
に
、遊
び
や
生
活
を
通
し
て
健

全
育
成
を
図
り
ま
す
。

　

平
成
27
年
度
か
ら
平
成
29
年

度
に
お
い
て
、野
市
小
学
校
区
、佐

古
小
学
校
区
、野
市
東
小
学
校
区

の
施
設
整
備
を
行
い
、段
階
的
に

４
年
生
か
ら
６
年
生
の
高
学
年
の

受
け
入
れ
が
で
き
る
よ
う
に
進
め

て
い
き
ま
す
。

　

定
員
超
過
と
な
っ
て
い
る
野
市

地
区
の
保
育
所
に
お
い
て
、平
成

27
年
度
か
ら
佐
古
保
育
所
の
１

歳
児
、２
歳
児
の
受
け
入
れ
ら
れ

認定区分

▼支給認定の種類

利用できる施設 対象となる子ども
満3歳以上の小学校
就学前の子ども
　(2号認定を除く)

・幼稚園
・認定こども園
　(幼稚園機能)

・保育所
・認定こども園
　(保育所機能)
・香我美、夜須幼稚園

・保育所
・認定こども園
　(保育所機能)
・地域型保育

１号認定
　(教育標準時間認定)

２号認定
　3歳以上
　保育認定

・保育標準時間
　(最長11時間)
・保育短時間
　(最長8時間)

・保育標準時間
　(最長11時間)
・保育短時間
　(最長8時間)

３号認定
　3歳未満
　保育認定

満3歳以上の小学校
就学前の子どもで「保
育の必要な事由」に該
当する場合

満3歳未満の子どもで
「保育の必要な事由」
に該当する場合

　２号認定、３号認定の支給認定を受けた利用者は、保育の必要量が区分
されます。
　保護者の就労時間が月120時間以上の場合は「保育標準時間（最長11時
間）」、月120時間未満で48時間以上の場合は「保育短時間（最長８時間）」に
認定されます。

※①最長11時間…香南市では最長11時間15分
※②認定こども園…幼稚園と保育所の機能を持ち、保護者の就労に関わらず
　　　　　　　　  利用できる施設
※③地域型保育…少人数の単位で0～2歳の子どもを預かる小規模保育施設
　　　　　　　　や事業所内保育など

※①

※①

※②

※②

※③

子ども・子育て支援新制度

教えて！！

Ｑ.認定は毎年受ける必要があるの？ 
Ａ.毎年受ける必要はありません。
　ただし「保育の必要な事由」に該当
しなくなった場合や、就労状況に変更
があった場合は、認定の変更手続きが
必要です。
　また、認定は住所地の市町村が行い
ます。転入・転出などお引越しの際は、
改めて新住所地で認定を受ける必要が
あります。

Ｑ.香南市立以外の幼稚園や施設など
を希望する場合も認定は必要なの？ 

Ａ.香南市立以外の施設を希望する方
や、すでに利用している方も認定を受
ける必要があります。
　ただし、希望する幼稚園などの施設
が新制度に移行しない場合は、認定の
必要はありません。
　新制度へ移行するかどうかは、各施
設にお問い合わせください。　

Ｑ.保育短時間の認定を受けた場合、
８時間を超えて預けることはできるの？ 

Ａ.延長保育を利用して保育を受ける
ことができます。
　認定時間を超えた利用時間分は、別
途利用料がかかります。
　利用料は現在検討中です。
決まり次第お知らせします。

る
定
員
を
増
や
し
ま
す
。

　

ま
た
、現
在
の
託
児
所
等
で
小

規
模
保
育
事
業
等
を
実
施
し
て

も
ら
う
こ
と
で
、３
歳
未
満
児
の

保
育
ニ
ー
ズ
を
確
保
で
き
る
よ
う

取
り
組
み
ま
す
。

　

３
歳
以
上
の
保
育
ニ
ー
ズ
に
対

し
て
は
、平
成
29
年
度
か
ら
野
市

幼
稚
園
・
野
市
東
幼
稚
園
に
お
い

て
預
か
り
保
育
を
実
施
す
る
よ
う

検
討
し
て
い
ま
す
。

　

地
域
の
保
育
需
要
を
は
じ
め
と

し
た
、さ
ま
ざ
ま
な
子
ど
も
・
子
育

て
支
援
施
策
を
計
画
的
に
行
う
た

め
に「
香
南
市
子
ど
も
・
子
育
て
会

議
」で
、平
成
27
年
か
ら
の
５
年

間
を
計
画
期
間
と
す
る「
香
南
市

子
ど
も
・
子
育
て
支
援
計
画（
仮

称
）」の
策
定
に
取
り
組
ん
で
い
き

ま
す
。

　

な
お
、新
制
度
に
移
行
し
な
い

私
立
幼
稚
園
等
の
施
設
は
、そ
れ

ぞ
れ
の
施
設
で
利
用
料
を
決
定
し

ま
す
の
で
、各
施
設
に
お
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。

保育所保育所保育所
平成２７年度から

平成２６年度まで

所得税で算定
市民税で算定
利用料は保育所・
幼稚園で異なります

一律
４，７００円

幼稚園幼稚園幼稚園

利用料の算定方法

す。
中です。
します。

地域ぐるみで育もう　　　　
　未来を支える香南キッズ

キャッチフレーズ決定！！キャッチフレーズ決定！！

　 「香南市子ども・子育て支援計画」
の策定にあわせ、公募していたキャッチ
フレーズが決まりました。

 香南市子ども・

子育て支援計画

新
た
に
始
ま
る
給
付
制
度

地
域
子
育
て
支
援
拠
点
事
業

放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ

保
育
ニ
ー
ズ
の
確
保

香
南
市
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
計
画
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